
７住保委第３号 井手町保育業務支援システム導入業務委託 

仕  様  書 

 
１．業務名称 

井手町保育業務支援システム導入業務委託 

 

２．業務内容 

(1) 導入支援業務：保育業務支援システムの調達や初期設定、操作研修等に係る業務 

(2) 運用保守業務：システム利用や保守等に係る業務 

 

３．契約期間 

契約日の翌日から令和１０年３月３１日まで 

なお、運用開始は令和７年１２月１日とする。 

 

４．対象施設 

No. 園名 住所 定員 
保育用 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ 

１ 玉川保育園 井手町井手玉ノ井４７番地の１ １２０ １５ 

２ いづみ保育園 井手町井手段ノ下３９番地の２ ４５ １２ 

３ 多賀保育園 井手町多賀庵垣内６３番地 ４５  ５ 

 

５．成果品 

下記の書類を成果品として提出すること。 

・システム操作マニュアル ５部 

・システム導入計画書   １部 

・システム導入作業報告書 １部 

・システム運用計画書   １部 

 

６． システム・機能要件 

(1)  本事業は、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型TYPE

Ⅰ）を活用するため、当該交付金の申請締切時点の「デジタル地方創生サービス

カタログ（2024年冬版）」に掲載されたシステムであること。 

(2)  機能要件については「別添１ 機能要件表」のとおり。なお、国のモデル仕様書

の必須要件（選択必須は除く）は必ず満たすこと。「機能要件表」の各項目につ

いて対応を記入し、提示すること。 



7．導入支援内容 

(1) セットアップ・研修・導入フォロー 

①  契約後、システム導入会議を実施すること。 

システム導入会議では、運用開始までの詳細スケジュール及び初期設定内容

を提案し、本町の承諾を得ること。 

②  運用を開始するに当たり、本町で実施する設定作業の支援を適宜行うこと。 

   ③  園ごとに異なる業務手順について、システムを利用した手順に統一すること

を目的に、次のとおり研修を実施すること。 

     ア 保育業務支援システムを使用するユーザー及び管理者を対象とし、操作及

び運用方法の習得を目的とした集合研修を発注者が指定する場所で実施する

こと。集合研修は、園ごとの実施を想定しており、機能全般の説明にとどま

らず、保育業務支援システムを利用した運用に移行できるよう、各園の実態

に即した個別具体の内容とすること。 

     イ  園ごとに運用が異なるシフト管理について、保育業務支援システムの機

能を利用した運用に移行できるよう支援すること。支援内容は、園のシフ

ト管理担当者向けの研修や個別相談などを想定している。 

     ウ  延⾧保育料等の請求管理について、保育業務支援システムの機能を利用

した運用に移行できるよう支援すること。支援内容は、園の請求管理担当

者向けの研修や個別相談などを想定している。 

     エ  帳票作成について、保育業務支援システムの機能を利用した運用に移行

できるよう支援すること。支援内容は、園の帳票作成担当者向けの研修や

個別相談などを想定している。 

   ④   導入担当者を設け、利用状況をシステム上で随時確認し、発注者の要求があ

った場合は、機能別の利用状況一覧を電子データで提供すること。また、利用

が停滞している園へのフォローなど導入サポートを適宜行うこと。 

   ⑤  導入担当者は、地方公共団体への十分なシステム導入プロジェクト経験を有

すること。 

 

(2) 操作マニュアル 

①  運用開始までに操作マニュアルを作成し、提出すること。 

②  オンラインマニュアル（Web マニュアル）も併せて提出すること。 

③  操作マニュアルは極力専門用語を用いず、ICT 知識の乏しい者にも理解しや

すい平易な記述とし、実際の画面キャプチャー及び操作デモ画面を用いて分か

りやすく説明すること。 

④  機能の修正などがあった場合には、操作マニュアルの該当部分を速やかに更

新すること。 



(3) 初期データ登録等 

①  システム運用開始時及び年度更新時における園・園児・職員等の情報登録

支援を行うこと。また、必要となる初期設定支援を行うこと。 

②  マニュアル等にデータ登録の方法を記載し、説明会等でも適宜説明を実施

すること。 

 

(4) 保護者向け案内 

①  運用開始１か月前までに保護者案内を作成し、提出すること。 

②  案内は、極力専門用語を用いず、保護者にも理解しやすい記述とし、実際

の画面キャプチャー等を用いて分かりやすく説明すること。 

③  案内は、電子データで提供すること。 

 

8．運用保守内容 

(1) システム運用時間 

２４時間３６５日とする。ただし、システム保守等のため運用停止が必要となる

場合には、事前に発注者へ申し入れること。 

 

(2) ヘルプデスク 

①  園及び発注者からの問合せに対応する事業者向けヘルプデスクを設置する

こと。 

②  事業者向けヘルプデスクは電話からの問合せを可能とし、オペレーターが

対応すること。また、メール等による問合せにも対応すること。 

③  電話からの問合せは、平日９時～１８時で受付すること。メール等による

問合せは、２４時間受付すること。 

④   保護者からの問合せに対応する保護者向けヘルプデスクを設置すること。 

 

(3)運用サポート 

  利用が停滞している園へのフォローなど、運用サポートを適宜行うこと。 

 

⑷ 障害対応 

①  障害発生時の連絡体制及び対応フロー等をあらかじめ定めること。 

②  障害が発生した場合には速やかに園及び発注者に報告し、早期復旧を図るこ

と。 

③  発注者の求めにより必要に応じて、情報の採取、データ整合性調査、データ

復旧等を行うこと。 

 



⑸ システム保守 

①  システムのバージョンアップ(機能改善、バグ対応等)を定期的に実施するこ

と。 

②  クライアント OS やブラウザ等のバージョンアップに随時対応すること。 

③  国の関係法令等に従い、システムのメンテナンスを行うこと。 

④  上記バージョンアップ・メンテナンスに係る費用は本業務に含むものとする。 

 

⑹ 業務引継ぎ 

①  契約終了時には、発注者及び新たに事業者となるものに対して、業務の円滑

な引継ぎに必要な作業を支援すること。 

②  データ移行等が発生する場合は、全てのシステムについて移行のために必要

となるデータを汎用的なデータ形式に加工し提供すること。 

③  契約終了時には、クラウドサーバ内及びバックアップデータの消去作業につ

いて、論理的に完全消去を行ったうえで、データ消去証明書を提出すること。 

④  上記作業については、追加の費用が発生することなく対応すること。 

 

9．支払方法 

本業務の事業費については、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル

実装型TYPEⅠ）を活用するため、令和７年度末の業務完了後に３カ年の費用を一括

で支払う予定である。 

 

10．留意事項 

(1)  本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、対処方

法を決定すること。 

(2)  受注者は、別紙「個人情報取扱特記事項」をはじめ、関係法令等を遵守するこ

と。 

(3)  受注者は、業務遂行上知りえた情報及び成果等について、発注者の承認を受け

ずに、これを本業務以外に使用してはならない。また、発注者の承認を受けずに

第三者へ提供または公表してはならない。これは本契約終了後も同様とする。 

(4)  受注者は、事前に発注者の書面による承認を得ることなく、本事業の全部また

は一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。また、受注者の責任

において再委託先の管理・監督を行い、受注者と同等の義務を負わせることにつ

いて、再委託先と契約を締結していること。 

(5)  本業務の実施に伴い、第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰すべきものを

除き、受注者の責任において対応すること。 

(6)  本業務の検査を受けた日から起算して２年以内に、本仕様の内容に適合しない



状態（契約不適合）が確認された場合、受注者の責任において修復等の作業を迅

速かつ誠実に実施すること。なお、運用開始後２年を経過した後でも、受注者の

故意または重大な過失に起因するものについては、上記と同様の扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（基本事項） 

第１ この契約による事務の処理の委託を受けた者（以下「乙」という。）（乙が井手町

（以下「甲」という。）の承諾を得て第三者に個人情報の取扱いに係る業務を委託する

場合、その委託先を含む。（委託先が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。））は、個人情報

の保護の重要性を認識し、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう適切に行わなければならない。 

 

（安全管理措置） 

第２ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、または毀損（以下「漏えい等」という。）を防止

するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第３ 乙は、この契約による個人情報をみだりに他人に知らせ、または目的外に利用して

はならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 

 

（従業者の監督） 

第４ 乙は、この契約による事務に従事している者（以下「従業者」という。）に対し、

個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止する等必要

かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 乙は、従業者が退職する場合は、当該従業者に対し、退職後の秘密保持義務に関する

誓約書を提出させた上で、在任または在職中に知り得たこの契約による個人情報の返還

または破棄を義務付けるものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第５ 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による個人情報の取扱い

の全部または一部を第三者に委託してはならない。 

 

（複写、複製の禁止） 

第６ 乙は、あらかじめ甲の指示または承諾があった場合を除き、この契約による個人情

報が記録された資料等の複写または複製をしてはならない。 

 



（漏えい等発生時の対応） 

第７ 乙は、この契約による個人情報の漏えい等の発生を認識し、または発生したおそれ

があると判断したときは、直ちに発注者に報告するとともに、漏えい等の拡大または再

発を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

（個人情報の返還） 

第８ 乙は、業務が終了したときまたはこの契約が解除されたとき若しくは甲の指示があ

るときは、甲から取扱いを発注された個人情報（その複製物を含む。）の全部または一

部を発注者に返還し、または消去しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第９ 乙は、自己の責めに帰すべき事由により個人情報の漏えい等が発生し、甲に損害を

生じさせた場合、甲に対して、その損害を賠償するものとする。 

 

（定期的報告） 

第１０ 乙は、第２から第６までの事項に関し、甲に定期的に報告を行うこと。 

 

（監査等の指示） 

第１１ 甲は、乙に対する書面による事前の通知により、乙の個人情報の管理体制や管理

状況等を確認するために、必要な限度において、報告、資料の提出または監査の受入れ

を請求できるものとする（再委託先の監査等に関する事項を含む。）。この場合におい

て、乙は、事業の運営に重大な支障が生ずる場合、その他の正当な理由がある場合を除

き、甲の請求に応じるものとする。 


